
木質バイオマス発電に係る
地域活用要件等について
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資料７



１ 発電原価低減のための取組について
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発電原価の低減を図るため、「林業・木質バイオマス発電の成長産業化に向けた研究会」の成果を踏まえ、
当協会としても、関連施策等と連携を図りつつ、効率的な燃料材供給システムの実証・普及や、全般的なコ
スト低減方策の推進に努めていきたいと考えています。

費用 方策

燃料費

• 燃料の水分管理の徹底による燃料
使用量の節減

• 燃料供給システムの構築による購
入単価の引き下げ

設備投資額
• プラント設備投資を低減

所内率 • 補機動力等、所内の省エネ化

人件費
• 運転人員等の合理化による人員の
見直し

灰処理費
• 燃焼灰の有効利用による灰の処理
費の低減

金利
• 手数料を含めた借入期間の金利平
均を低減

発電効率 • 技術開発による発電効率の向上

発電原価の低減方策
燃料材の供給確保と

効率的な供給システムの構築

項目 方策

燃料材の供
給確保

• A、B材需要の確保と林地残材の有
効活用

• 放置薪炭林（広葉樹林）の利用促進
と萌芽更新の活用

• 早生樹林の造成と燃料材としての
循環利用

燃料材に即
した生産供
給システム
の構築

• 全木集材の普及による梢端部等の
同時生産

• チップ化を前提とした造材作業の簡
素化

• 山元周辺土場における集積、天然
乾燥の徹底、チップ化

• 発電所への直送、大型運搬車の活
用、ICTによる管理配送システムの
導入



（燃料の品質安定化）
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＜低含水率のチップの使用により期待される効果＞

１ 燃料使用量の減少

２ 燃焼空気の減少による通風機の電力削減

３ 燃焼空気の減少に伴う珪砂使用量の減少

４ 燃焼空気やガス量・流速の減少によるボイラ内部

の摩耗の抑制

５ 投入燃料の減少による運転操作の安定

６ 燃焼灰の減少による廃棄物処理費用の低減

低含水率のチップの使用により運転コストの低減効果が期待されること等から、当協会において、燃料用
木質チップの品質規格を整理・公表していますが、十分に活用されておらず、今後、需要側と供給側の認識
を深め、品質規格を前提とした取引が行われる仕組みづくりが必要と考えています。

(一社)日本木質バイオマスエネルギー協会パンフレット



（発電コスト低減の取組事例）

第２回 林業・木質バイオマス発電の産業化に向けた研究会（令和2年8月27日）資料
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地域の特質を活かしつつ、森林施業や集運材の効率化、チップ製造工程の見直しや含水率の管理、
焼却灰の処分等多岐にわたるコスト低減に取り組んでいる例があります。



２ 地域一体型の地域活用要件について

地域一体型の地域活用要件について、これまでの整理を木質バイオマス発電に当てはめると、

下表に示すようなケースが想定されますが、災害時の電気・熱の活用の形態については、追加
的コストの観点も踏まえ、幅広く運用が可能となるよう、ご配慮いただきたい。
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災害（停電）時に電気・熱を供給するこ
とのできるシステムの例（概要）

災害（停電）時の電気・熱の活用の形態
（想定される例）

１ 余剰蒸気制御が容易な蒸気バイパスを
採用することにより、停電時にも補機動
力分の負荷で継続運転可能なシステム
（現存）

一定の期間、発電所に設けたコンセントを外
部の利用に供し、又は、発電所内の施設の
一部を避難所等として提供する

２ 蒸気を外部に放散するバイパスを設け
るとともに純水装置を強化するなどによ
り継続運転に必要な負荷を確保（想定）

同上

３ 停電時の余剰電気を熱に変換し、継続
運転を可能としたCHP（開発中）

一定の期間、通常の熱供給先の協力を得て、
熱又は温水を外部の利用に供する

４ 発電所において蓄電池を備えておき、
平時に充電

一定の期間、発電所に設けたコンセントを外
部の利用に供する

（注：運転継続には燃料、用水の確保のほか、ブラックアウトからの復旧には補機動力相当の発電機が必要。）
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（参考）地域一体型のシステムの例

最低負荷と災害時所内需要のバランス、蒸気制御など一定の条件下において、災害等により

電力系統事故が発生した場合に、所内単独運転に切り替えることで稼動を継続し、公用電気自
動車や医療設備、通信機器などに向け電源を確保することが可能なシステムが存します。

黒石卓司, 松岡俊規, & 堂本和宏. (2019). 石炭焚き火力発電プラントによる電力
系統安定化技術の紹介 . 火力原子力発電,Vol70(4) 197-208.に基づきJWBA作成

同一敷地・隣接地等における電源確保に貢献

（緊急車両・公用電気自動車、医療設備、通信
機器など）



３ 地域が自ら取り組む発電事業について
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農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律（平
成25年法律第81号）に基づき設備整備計画について市町村の認定を受けた発電事業については、

地方自治体が主体的に取り組むものであって、地元に密着し、エネルギーの地産地消に繋がるもの
と認められることから、地域活用要件を満たすものとして取り扱いいただきたい。

• 日田市は、関係者との協議会を
開催し、基本計画を作成

• （株）グリーン発電大分は、基本
計画に沿って設備計画を作成し、
市の認定を受けて発電事業を
実施

農山漁村再生可能エネルギー法
活用事例（大分県日田市）

（出典）農林水産省 農山漁村再生可能エ
ネルギー法サイトから抜粋



４ 自家消費型としての位置づけについて
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木質バイオマス発電所が、近接する製材工場、製紙工場等に電気又は熱を供給しつつ、余剰電力

を売電する例があります。このような取組は、エネルギーの地産地消に貢献するものであることか

ら、自家消費型の類型として地域活用要件に該当するものと位置づけていただきたい。

（出典）平成26年度林野庁 森林資源総合利用指針策定事業
「再生可能エネルギーを活用した地域活性化の手引き」

自家消費型 木質専焼バイオマス発電所の事例（川辺バイオマス発電所）



５ FIPにおけるバイオマス発電の取扱いについて
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・ バイオマス発電については、安定的に電気を供給できるという特質を踏まえ、

FIP制度の対象として位置づけていただきたい。

・ バイオマス発電に係る基準価格については、現行のFIT制度の調達価格の

区分を考慮いただきたい。

・ 既認定FIT電源のFIP電源への移行が円滑に進められるような条件整備を進め

ることが望まれます。


